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告示 処遇改善計画（案） ★金額は期間内に見直しをすることがあります。 

 賃金の改善期間 令和７年４月～令和８年３月 

【対象施設】 特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑・デイサービスたつみの森 

 

１．処遇改善加算ならびに独自財源による賃金改善 

 

 令和 7 年 4 月 1 日以降に入職する職員の処遇改善手当は以下のとおりとす

る。 

介護正職員    26,200 円 

看護正職員     15,000 円 

管理栄養士       12,000 円 

その他の正職員      9,700 円 

社会保険負担のあるパート職員   8,500 円   

夜勤パート職員     15,000 円 

 

 令和 7 年 4 月 1 日以前に入職していた職員の処遇改善手当は現在の処遇改

善手当を引き継ぐものとする。ただし、看護職員、管理栄養士、夜勤パート職員

は以下のとおりとする。 

 看護正職員     15,000 円 

 管理栄養士       12,000 円 

 夜勤パート職員     15,000 円 
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【その他】 

 管理栄養士の業務手当を 20,000 円とする。 

 現在給与の個別調整を理事長が判断して行う。 

 余剰金が予測される場合は 12 月もしくは令和 8 年 3 月の賞与に上乗せ支給

する。 

 資質向上に必要な資格取得研修について申請を理事長に行い、認められれば、

それにかかる費用の 80％までを一時手当として支給する。なお、受講を完了し

なかった場合、及び 資格取得後 3 年以内に退職する場合は返済をしなければ

ならない。（誓約書提出） 

 

２．介護人材確保・職場改善事業による処遇改善 （6 月賞与に加算します） 

令和 7 年３月末までに入職している職員。ただし、補助金の主旨からから、退職を

表明している職員には支給しない。 

特養正看護職員  ５０，０００円  

特養介護正職員 50,000 円  

特定技能介護職員 ４２，０００円  

技能実習介護職員 ４０，０００円 

特養介護パート職員 ３０，０００円 社会保険を支払う者 

特養その他正職員 30,000 円  

デイサービス正職員 ４０，０００円 看護・相談員を含む 

その他パート職員 18,000 円 社会保険を支払う者 

 

令和 7 年４～５月に入職した職員については以下の金額を支払う。 

特養看護正職員 ３０，０００円  

特養介護正職員 ３０，０００円  
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※勤務状況、勤務期間・実績によって多少の変動があるものとします。 

※時給に賞与含みの単価で採用した職員で、上記にない職種への支払いはしない。 

 

【令和７年 7 月昇給時：昇給時の手当の逓減の計算方法】 

１．１年以上在籍し、昇給を受ける職員は昇給時に処遇改善手当を逓減する。 

２．昇給額 500 円以下の者、パート職員は逓減を行わない。 

３．処遇改善手当の逓減下限額を 8,500 円までとし、手当額がすでに下回ってい

る職員は逓減下限額の 8,500 円まで処遇改善手当を引き上げる。 

４．逓減額は「総昇給額の３分の１に 100 円を減じた額（100 円未満切捨）」 

とする。ただし、１年間の逓減の上限は 2,000 円までとする。 

５．処遇改善手当の逓減を受けた職員は家賃手当の逓減を同時に受けない。 

６．上記にないことについては理事長が判断して個々に決定する。 
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逓減額算出早見表 

（単位：円） 

調整前 

昇給額 
逓減額  調整前 

昇給額 
逓減額  調整前 

昇給額 
逓減額 

6,400 2,000  4,400 1,300  2,400 700 

6,300 2,000  4,300 1,300  2,300 600 

6,200 1,900  4,200 1,300  2,200 600 

6,100 1,900  4,100 1,200  2,100 600 

6,000 1,900  4,000 1,200  2,000 500 

5,900 1,800  3,900 1,200  1,900 500 

5,800 1,800  3,800 1,100  1,800 500 

5,700 1,800  3,700 1,100  1,700 400 

5,600 1,700  3,600 1,100  1,600 400 

5,500 1,700  3,500 1,000  1,500 400 

5,400 1,700  3,400 1,000  1,400 300 

5,300 1,600  3,300 1,000  1,300 300 

5,200 1,600  3,200 900  1,200 300 

5,100 1,600  3,100 900  1,100 200 

5,000 1,500  3,000 900  1,000 200 

4,900 1,500  2,900 800  900 200 

4,800 1,500  2,800 800  800 100 

4,700 1,400  2,700 800  700 100 

4,600 1,400  2,600 700  600 100 

4,500 1,400  2,500 700  500 0 
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